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１

ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の

整
理
に
関
す
る
規
則
（
一
二
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理

に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
六
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の

整
理
に
関
す
る
規
則

（
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
秋
田
県
立
少
年
自
然
の
家
」
の
下
に

「
、
秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

（
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋

田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
章
　
削
除
」
を
「
第
七
章
　
秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ

ン
タ
ー
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
の
四
）
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
四
章

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

第
七
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
章

秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー

（
開
所
時
間
）

第
二
十
八
条

秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
開
所
時
間
は
、
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で
（
宿
泊
室
に
あ
っ
て
は
、
午
後
三
時
か
ら

使
用
を
終
え
る
日
の
午
前
十
時
ま
で
）
と
す
る
。

２

教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
所

時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
業
日
等
）

第
二
十
九
条

体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
休
業
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す

る
。

一
　
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
の
日

二
　
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

２

教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
日
を
設

け
、
又
は
前
項
に
定
め
る
休
業
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

教
育
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
業
日
で
あ
っ
て
も

体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
三
十
条

秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
八
年
秋
田

県
条
例
第
八
十
六
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
使
用
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
教
育
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
教
育

長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
使
用
の
許
可

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
目
的
）

第
三
十
一
条

条
例
別
表
備
考
第
四
の
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め

る
目
的
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
研
修
、
会
議
等
の
開
催

二
　
休
憩

（
使
用
料
の
減
免
の
申
請
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
三
十
二
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用

料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
開
所
時
間
等
）

第
三
十
二
条
の
二

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の

管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指

定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
の
体
験
活
動
セ
ン

タ
ー
の
開
所
時
間
及
び
休
業
日
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る

開
所
時
間
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
休
業
日
を
基
準
と
し
て

指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
八
条
第
二

項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
育
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」

と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
に
定
め

る
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
す

る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
所
時
間
及
び
休
業
日
を

定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
第
二
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
こ
れ
ら
を
変
更
し
、
若
し
く
は
臨
時
に
休
業
日
を
設
け
た
と
き

は
、
そ
の
開
所
時
間
及
び
休
業
日
を
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
入
口
そ
の

他
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
必
要
な
周
知
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
使
用
の
許
可
の
申
請
等
）

第
三
十
二
条
の
三

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第

三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
例
第
二
条
」
と
、
「
教
育
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を

教
育
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
申
請
し
な
け
れ

ば
」
と
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
中
「
所

長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
続
を
定

め
た
と
き
は
、
そ
の
周
知
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
三
十
二
条
の
四

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
体
験
活
動
セ
ン

タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
に
管

理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
承
認
を
得
て
別
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
教
育
長
が
軽
微
な
も
の

と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

第
三
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
美
術
館
の
休
館
日
の

取
扱
い
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の

下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
二
百

三
十
八
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六

教

育

委

員

会

規

則
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２

十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
八
条

第
二
項
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
、

第
七
十
三
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十

六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二

条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第

二
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

条
中
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
第
四
十
条
第
一
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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